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「無期転換ルール取組促進キャンペーン」 
を９月～１０月に実施します 

～無期転換ルール周知啓発強化期間～ 
 
  

富山労働局（局長 山﨑英生）では、無期転換ルールの本格的な対応が求められる 
平成 30 年４月まで残り約半年となっていることを踏まえ、労使団体への周知依頼、 

説明会・個別相談会の開催、特別相談窓口などの取組を別紙により行うこととしまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働契約法第 18 条では、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて

通算５年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転

換できるルール（無期転換ルール）が規定されています。 

無期転換ルールは平成２５年４月１日に施行されたため、 

平成３０年４月以降、 

多くの有期契約労働者に「無期転換申込権※」が発生  

することとなりますが、県内企業において無期転換ルールの内容・趣旨が十分に認知され

ないまま平成３０年４月を迎える事態が懸念されます。  

※ 期間の定めのない労働契約への転換を申し込む権利のこと 

無期転換ルールの導入にあたって、労使の十

分な協議を経た上で、無期転換者の「役割」・「労働

条件」の検討や、就業規則の見直しなどを行う必要

があります。まだ取りかかっていない場合は、すぐ

に対応を。 

なお、無期転換ルールを避けることを目的とし

て、申込権が発生する前に雇止めをすることは、

労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではあ

りません。 

有期契約労働者の方へ 事業主の方へ 

無期転換を希望する場合は、 

その旨を事業主に申し出る必要があります。 

口頭でも有効ではありますが、後々のトラブ

ルを避けるため、できるだけ書面での申出をお

勧めします（様式例【無期労働契約転換申込

書】があります）。 

事業主から雇止めの話が出て、その理由に

納得いかない場合は、労働局へご相談くださ

い。 



 
別紙 

【キャンペーン期間中の主な取組み】 

 

１ 労使団体等に対する働きかけを行います。 

キャンペーンの実施に伴い、県内の地方公共団体、主要な労使団体等に

対し、富山労働局長名による無期転換ルールの周知依頼を行います。主な

依頼先は以下のとおりです。 

 

・ 日本労働組合総連合会富山県連合会 

・ 一般社団法人富山県経営者協会 

・ 富山県中小企業団体中央会 

・ 富山県商工会議所連合会 

・ 富山県商工会連合会   など 

 

２ 無期転換ルール導入説明会を開催します。 

日 時：①平成２９年９月６日（水）１４：００～ 

    ②平成２９年９月７日（木）１０：００～、１４：００～ 

場 所：①高岡文化ホール、②富山県民共生センター サンフォルテ 

対 象：①１８０社(見込み)、②２６０社（２回合計での見込み） 

内 容：労働契約法第１８条に基づく無期転換ルールの説明 

無期転換ルール制度導入に向けた支援策の説明 

有期雇用特別措置法に基づく認定手続きの説明 

 

３ 無期転換ルール導入に係る個別相談会を開催します。 

上記２と同時開催。 

なお、雇用環境・均等室では、特別相談窓口を設置し、来局・電話による

お問い合わせを受け付けています。 

≪富山労働局 雇用環境・均等室 特別相談窓口≫ 

 

 

 

４ 働き方休み方改善コンサルタント等による個別企業に対する周知啓発を

行います。 

対 象：県内企業 ３０社程度 

 

５ 市町村広報誌（９月～１０月号）による周知を依頼しています。 

  対 象：県内全市町村 

 

 

住所：富山市神通本町１－５－５ 富山総合労働庁舎５階 
電話：０７６－４３２－２７４０ 


